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はじめに 

新型コロナウイルス感染症の陽性者に対しては、原則として各都道府県等の保健所において、  

健康観察等や入院調整がされる。しかし、感染の急拡大により健康観察や入院調整に時間を要し、

自宅等においても必要な医療・看護が提供できない事例が生じている。このため、自宅療養者に、 

必要な医療・看護が適時適切に行われるための対応ガイドを作成した。また、地域に感染を広げな

いようにするには、対応する訪問看護師が感染しないよう細心の注意を払う必要ある。本ガイドは、

府独自の情報等も掲載しており、府内訪問看護事業所には、是非、ご活用いただきたい。 

Ⅰ.事前の体制整備 

（1）地域の訪問看護事業所間における対応体制の検討 

・地域で、自宅療養する新型コロナウイルス感染者ないしは濃厚接触者（以下「陽性者等」と 

する）が発生したときの対応体制をあらかじめ定めておく。 

（2）入院困難・待機者が発生した場合の対応に関する行政等との事前合意 

•保健所・地区医師会・市町村と、陽性者等が入院不能時の対応を合意できているとよい。 

 

 

 

 

（３）市町村ごとに、異なる支援サービスが存在するため、事前に情報収集をしておく 

（４）府内では、保健所依頼の訪問看護師による「健康観察」事業も別途あるため、把握しておく  

⇒「健康観察」事業について （P9 参照） 

Ⅱ.初回訪問までの準備 

（１）訪問要請・依頼 

〇陽性者等のうち自宅への訪問が必要と判断した場合、保健所・医師から訪問依頼がある。 

〇医師の指示を受ける場合、通常と異なり、短時間や最小限の回数で訪問看護にあたることを 

伝え、密な連携のもと、緊急対応の在り方等、事前に話し合いを行っておくことが望ましい。 

   〇地域によりケアマネジャーやその他機関からの依頼もありうることを心得ておく。 

（２） 基礎情報収集 

保健所・医師から、訪問看護要請が入った場合は、基礎情報を収集する。ケアマネジャー等から 

の訪問看護依頼時は、一旦地域の保健所等に相談することが望ましい。 

⇒基礎情報収集項目／チェックリスト（P7 参照） 

（３）自宅療養者（家族）に対する電話問診 

訪問看護要請を受託したら、すみやかに自宅療養者（家族）に電話連絡をし、 情報収集ならびに 

問診をする。             ⇒電話問診による情報収集項目／チェックリスト （P7 参照） 

介護環境による電話問診時の例 ［「電話問診による情報収集項目」に加え実施］ 

【A:独居の場合】 •身の回りのサポートをしてくれる人がいるかを確認する 

•サポート者がいる場合は、買い物サポートを依頼するよう助言する 

→ 買い物サポートでは、玄関のドアノブにかけておくなど直接接触を回避 

【B:同居家族がいる場合】 

•家族・知人等ケア提供者へ自宅内での感染予防対策について説明する 

※陽性者等の在宅医療に対応できる機関をリストアップし、一覧表を作成する。 

病院・診療所、訪問看護ステーション、薬局、在宅酸素事業者等 

※当該市町村において、自宅療養者に訪問できる訪問看護事業所で情報を共有し、

一つの事業所に負担がかからないよう配慮する 
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Ⅲ. 訪 問   

（１）訪問前に自宅療養者宅へ電話 

・訪問時間が決まったら自宅療養者宅へ電話連絡を入れ、事前説明を行う。 

・訪問日時、体温測定等、換気、ドアの解錠、同席者のマスク着用、PPE 着用の同意など   

             ⇒ 訪問前に自宅療養者宅へ電話／チェックリスト（P8 参照） 

•訪問は、できれば専属で職員を配置するか、1 日の最後に訪問するなど工夫する。 

・複数名による訪問ができると、訪問時間の短縮、緊急連絡等が行いやすい。 

（２）訪問セットの準備 

  PPE やアルコール、ケア物品、ゴミ袋等の訪問セットを準備する。 

⇒訪問セットの準備 チェックリスト （P８参照） 

（３）自宅療養者宅到着：ケア前の準備 

自宅療養者宅に持ち込む荷物は必要最低限に！ 自分を守るため、PPE は惜しまず使いましょう。 

【Ａ．到着後の事前準備等】   清潔ゾーン   

① 持って入らないといけない器材等は、最小限とし、袋等に入れる 

② 自宅療養者宅に入る前にアンダー手袋をつけておく。 

【Ｂ．自宅療養者宅玄関への入室】   準清潔（不潔）ゾーン   

① 玄関を開ける。自分自身が玄関に入る前に、そのまま少し換気をする。 

② 換気後も玄関はしめずに 10cm ほど開けておく。 

③ 玄関に入ったらビニール袋を置き、清潔ゾーンを作り、貴重品、物品をおき、PPE を装着する。

（近隣の目があるので、庭などで PPE の装着ができる場合を除けば、玄関で着替える） 

⇒PPE 着脱の手順例 （P9 参照） 

【Ｃ．自宅療養者の部屋への入室】   不潔ゾーン   

① 部屋に入ったら、はじめに換気を、次に自宅療養者および家族に、マスクの装着を求める。 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項（日本環境感染学会とりまとめ） 

1.感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける 
2.感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方（一人が望ましい）にする 
3.できるだけ全員がマスクを使用する 
4.小まめにうがい・手洗いをする 
5.日中はできるだけ換気をする 
6.取っ手、ノブなどの共用する部分を消毒する 
7.汚れたリネン、衣服を洗濯する 

（引用：厚生労働省. 新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項（日本環境感染学会とりまとめ）） 

換気が不十分、あるいは自宅療養者の呼吸器症状が強い場合には、扇風機を自分の背後に置き、風を  
流す。できるだけ自分が風下にならないようにし、開けている窓の方に向けて風をあて、換気する。 

参考動画：「新型コロナウイルスに感染した利用者への訪問のデモンストレーション」 

     神戸市看護大学いちかんダイバーシティ看護開発センター  

  https://www.dropbox.com/s/zr7o6mwuo4zls8o/training5.mp4?dl=0 

 

 

 

〇記録は事業所等で行うため、記録に必要な筆記具などは自宅療養者宅に持ち込まない 
〇体温計・血圧計・モニター類などは、可能な限り自宅療養者宅のものを使用、又は、自宅療養者 

専用のものを用意し置いておく 
〇他の利用者と共有するものがある場合は、使用後、自宅療養者宅を退室する際に袋に入れて 

持ち出し、使用後は必ず消毒をする 

https://www.dropbox.com/s/zr7o6mwuo4zls8o/training5.mp4?dl=0
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（４）ケアの実施 

生命・生活維持のための必要最小限のケアを、 最短時間で提供する！（時間は 15 分以内目標） 

距離は１ｍ以上とり、正面に立たない。咳がある、マスク未着用では２M の距離を保つなど、距離、 

位置はできる限り工夫をする。 

① 身体状況の確認・観察実施 

確認項目は 以下図―①を参照。その他医師に指示された項目の観察を行う 

② 必要なケア、医師の指示のもとの処置を提供／緊急報告の実施 

◎ケア・処置の例（以下図－④参照） 

〇短時間(１５分以内を目標)とするため、生命にかかわる処置ケアを最優先する。 

    〇状態観察後、緊急報告が必要と判断した場合は、医師、保健所への報告を優先する。 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急要請や指示受けなどには時間がかかるため、自宅療養者に説明し、一旦、訪問を終了後、 

自宅療養者宅を出るなどして、各種連絡、調整対応することが望ましい。 

日本訪問看護財団、全国訪問看護事業協会「訪問看護師による自宅療養者への対応

マニュアル（第 2 版）」より抜粋し一部改変したもの 
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（５） 自宅療養者、ご家族への説明、指導 

① 自宅療養中のセルフチェック（A）や、体調悪化のサイン、緊急時の高い症状について（Ｂ）の 

説明を行う。 

A：自宅療養中のセルフチェックについて 

➢ １日３回、体温および呼吸状態を自身で確認するよう説明 

➢ 上記のタイミング以外でも、体調悪化時には適宜、確認するよう説明 

B：体調悪化のサイン、緊急性の高い症状について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 症状悪化時の対応、緊急時の連絡先の説明  

あらかじめ医師と相談し、緊急時連絡先や、体調不良となったらどのように医療機関を受診 

するかなど説明しておく。また、大阪府の相談先等 （P11 資料 D）をお伝えする。 

③ 入院希望、宿泊療養の希望の確認（医師、保健所の指示によるものとなることに注意） 

 

 

 

地域行政からの配布資料があれば、その資料をもとに説明する。厚生労働省等の自宅療養

者等への案内、チラシ等を最大限に活用する 

⇒ 自宅療養者、ご家族への説明に活用できる案内、チラシ （P10 参照） 

【医師の指示や対応例】 

以下は例であり、医師の指示によるところです。直接医師にご確認ください。 

•SpO2 が 93％以下（又は前回訪問時より数値が急激に低下時）や呼吸数が 20 回/分以上の場合は 

入院が必要である可能性が非常に高い 

•38℃以上の高熱⇒アセトアミノフェン等の解熱剤の投与 

•脱水症状がある⇒末梢静脈からの点滴 

 

（参考にしていただきたい資料）  

① 大阪府新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者への対応ガイド（大阪府医師会） 

②  新型コロナウイルス感染症の手引き 第 6.1 版 

③ 新型コロナウイルス感染症の手引き  第 6.1 版 別冊 罹患後症状のマネジメント（暫定版） 

（引用：厚生労働省. 令和 2 年 4 月 27 日 発出 事務連絡. 
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養・自宅療養における健康観察における留意点について） 

【医師の指示後の対応例】 

•処方薬や点滴があれば、薬局に依頼して迅速にポストインするように依頼する 

•酸素業者にも確認し、迅速に持ってきてもらうようにする。（使用済酸素ボンベの回収方法を検討） 

•その他、基礎疾患があれば、その薬剤についても検討を依頼する 

https://www.osaka.med.or.jp/upload/files/20210827_150457_014107.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000875189.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000860932.pdf
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（６）退室時の実践 

① 使用後の物品 

〇廃棄するものとしないもの用の袋（ゴミ袋等）を 2 つ用意する。 

〇玄関で PPE を脱ぐ。脱いだら廃棄物品用の袋に入れ、口をきつく縛り、玄関に置いておく。

破棄は本人または家族に行ってもらうよう声をかけておく。 

〇どうしても持ち帰る必要がある物品は、ビニール袋に密閉し持ち帰り、後に確実に消毒する。 

〇ゴーグルなどの持ち帰り器材を入れたビニール袋は、さらに違うビニール袋に二重にいれる。 

② 退室後の手指消毒等 

  〇アンダー手袋の上からアルコールで手指消毒し、手袋脱衣後、手指をアルコール消毒する。 

（７）関係各所へ連絡 

① 関係者（家族、保健所、主治医、酸素業者、ケアマネジャーなど）に電話をし、報告、情報共有する 。 

② 入院時等は、自宅療養中の経過について、看護サマリーなどを用いて情報提供を行う。 

Ⅳ. 隔離（療養）解除時の対応 （ご本人）                   

〇残存している症状の有無・程度 及び、心身両側面の低下状況について把握する。 

〇公的サービスの再開あるいは継続について関係者と調整する。 

➢ 一時的にストップしていたサービスについては、隔離解除後すみやかに再開できるよう調整。 

➢ 追加のサービスの必要性について、ケアマネジャー等へ情報共有する。 

⇒療養の解除について （P10 参照） 

 Ⅴ． ご家族や支援者の濃厚接触の確認と助言 （ご家族・支援者等） 

 〇大阪府では、2022 年 1 月より、保健所による疫学調査の範囲が縮小しました。このため、 

  ご本人の隔離（療養）解除が終了しても、ご家族の濃厚接触者状況の確認し、対応法（待機中 

の生活、待機解除時期）の説明の必要がある。（保健所への報告は不要） 

   〇また、療養者の自宅に出入りする支援者等が、療養者本人との接触により、濃厚接触となる 

可能性もあるため、接触状況などから勘案し、相談助言が必要となる。 

  〇国の濃厚接触者の定義や府内の検査体制は、感染拡大状況等により更新されますので、    

   常に最新情報を入手しましょう。 

 

 

 

 

事業所における新型コロナウイルス感染症感染急拡大時の対応について（大阪府） 

                                      （2022 年 1 月 27 日現在） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshokikaku/kensataisei/noukou

10niti.html 

    

   府内の診療検査体制                       （2022 年 1 月 27 日現在） 

     https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshokikaku/kensataisei/#1 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshokikaku/kensataisei/noukou10niti.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshokikaku/kensataisei/noukou10niti.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshokikaku/kensataisei/#1


7 

 

Ⅵ． 自宅療養中の訪問看護療養費、介護保険制度について 

〇自宅療養中の医療等の費用の自己負担分は、公費で補助されます。 

新型コロナ禍における訪問看護関連の臨時的対応（報酬等） 

 医療保険の訪問看護 介護保険の訪問看護 

臨時の取扱い  ・一時的対応としての人員基準欠員の柔軟 な対応 

 

 

 

 

報酬 

算定関連 

① 感染症（疑い含む）利用者へ、主治医から感染

予防の必要性について指示を受けた場合： 

⇒月１回の特別管理加算（2,500 円）を別途算定可 

② 利用者からの要望等で、主治医の指示を

受け、電話等で病状確認や指導 を行った場合 ：  

⇒訪問看護管理療養費（3,000 円）が算定可、た

だし、月１回以上訪問看護を提供していること 

③ 訪問看護感染症対策実施加算（R３年９月末迄） 

④ 訪問看護ステーションにおいては長時間訪問

看護加算（5,200 円）※を、 訪問看護を行った 

時間を問わず１日につき１回算定できる 

① ２０分未満の訪問看護の算定要件を緩和し、訪問

看護計画に位置付けられた内容のうち必要最低

限の看護の提供で算定できる 

② 利用者から訪問を控えるよう要請がある場合、

主治医への報告と指示を確認の上、電話等による病

状確認を行って週１回に限り２０分未満の 訪 問 看 護

費（312 単位又は（介護予防：３０１単位））を算定可、 

ただし月１回以上訪問看護を提供していること 

③ 基本報酬に０．１％上乗せ（R３年９月末迄） 

※注意：通常の訪問看護では、長時間加算は１回／週迄であるが、陽性者対応では１回／日、提供時間に関わらず算定可 

（R3.9 月 28 日以降は、100 分の 300 に相当する額が算定可） 

参考：厚生労働省. 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 36、５２、６３） 

   

 

 

 

 

Ⅶ．契約・重要事項説明について 

訪問看護の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族等に対し、運営規定の概要等の  

重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意については書面によって確認することが望ましい

とされているが、新型コロナウイルス感染症に感染している等の利用者の状態に応じて、説明は電

話等により行い、必要な書面については後日郵送等により対応してもよい。 

 

 

〇大阪府新型コロナウイルス感染症自宅療養者往診等実施協力金  

大阪府では、コロナの陽性者と確定し、訪問看護を実施した場合、協力金が申請できます。 
      協力金  訪問看護 8,280 円／1 回あたり  （上限 10 回まで 実施期間は以下確認） 
   掲載ページ； https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/r3_oushin.html 

 

※臨時的特例等の取り扱いについて厚生労働省から随時発出されています。通達等を必ずご確認下さい。 

☞（参考）新型コロナウイルス感染症に係る報酬関係（当会HP Q＆A）⇒随時情報の集約、更新中 

当会 Q＆A ぺージ https://daihoukan.or.jp/korona-housyu/ 

 

参考  新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 57） 

URL https://www.zenhokan.or.jp/wpcontent/uploads/tuuti1174.pdf 

https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/r3_oushin.html
https://daihoukan.or.jp/korona-housyu/
https://www.zenhokan.or.jp/wpcontent/uploads/tuuti1174.pdf
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Ⅷ. 情報収集項目／チェックリスト等 

１） 依頼者からの基礎情報の収集（項目例／チェックリスト）                  

チェック 情報収項目  メモ 

□ 

【陽性者等の属性等】 

氏名： 性別： 

生年月日・年齢：  

住所： 

連絡先： 

キーパーソン（連絡がとれる人）の名前・連絡先： 

 

□ 
発症日： 年 月 日（ ）発症 
（無症状の場合は PCR 陽性日を発症日とする） 

 

□ 
隔離期間：    年 

            年 
月 
月 

日（ 
日（ 

）から 
）まで 

  

□ 
家族形態：   独居 

同居家族あり（家族構成 ） 
 

□ 

基礎疾患の有無： なし  あり（                                ） 
 
薬剤:  なし  あり （                                        ） 

 

 

□ 
かかりつけ医の有無：  なし  あり 

（病院名：                                                 ） 

（連絡先：                                                ） 

 

□ 

公的サービス利用の有無：  利用なし  利用あり 

（介護保険・自立支援給付・その他） 

（担当者名・連絡先 ） 

 

リンク元に戻る 

２）電話問診による自宅療養者への事前の情報収集（項目例／チェックリスト）     

チェック 情報収集項目   メモ 

□ 基礎疾患および現在治療中の疾患：  

□ 

体温測定（ ）℃  Sp０2 測定（       ）％        時   分  

症状等の確認 

□ 咳     □ 呼吸困難感      □ 痰 □ 頭痛  

□ 倦怠感   □ 嘔気・嘔吐 □ 下痢 □ 食欲低下   

□ 水分摂取（500ml以上摂取できていない）   □ 排尿回数（       ） 

□ その他（                           ） 

□ 

家族形態について 

□ ① 独居  

□ ② 独居だが、通いで家族・知人からケアを受けている 

□ ③ 同居（家族構成： ） 

→ ②③の場合、 

□ 家族・知人等の PCR 結果（  陽性  ・ 陰性  ・  未受検） 

□ 家族・知人等の症状について（ 発熱 ・ 呼吸器症状 ・           ） 

感染予防対策について情報提供  

 

□ SpO2 モニターの有無： なし ・ あり  

□ 体温計の有無： なし ・ あり  

リンク元に戻る 
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３） 訪問前に自宅療養者宅へ電話／チェックリスト                    

  リンク元に戻る 

４） 訪問セットの準備／チェックリスト                            

チェック 実施項目   メモ 

□ 

訪問セットの準備 

【PPE】 

□ 手袋（ニトリル手袋/ プラスティック手袋の2種類） 

□ マスク（サージカル/ N95） 

□ ガウン（袖付き） 

□ ゴーグルもしくはフェイスシールド 

□ キャップ 

□ 足袋（使い捨てスリッパ） 

□ 擦式アルコール手指消毒薬 
 
【環境整備・機器用の消毒薬】 

□ 濃度 60％以上のアルコール、 
        （推奨は、７０％～95％といわれていますが、入手不能時は、６０％以上で可） 

【ケア物品】 

□ Sp02 モニター □ 体温計 

【その他】 

□ ゴミ袋（大小、レジ袋など） 

 

 リンク元に戻る 

チェック 実施項目 メモ 

□ 
訪問日時を伝える （ 月 日（ ） 午前・午後 時〜） 

→訪問時間は前後の幅に余裕をもってお伝えする 

 

□ 

訪問約 15〜30 分前程度までに実施しておいてほしいことを指示 
□ 体温測定 
□ （モニターを持っている場合）SpO2   値：安静時・労作後  
□ （血圧計を持っている場合）血圧測定 
□ 脈拍測定 

 

□ 

訪問 10 分前になったら部屋の２箇所を換気するよう指示 
扇風機があれば出してもらっておく 

 

□ 

可能であれば、訪問時間になったらドアを開けておくよう指示 
→ 鍵の受け渡しボックスなどあれば確認する 

 

□ 訪問時の出迎えやお茶出しなどは不要であることを伝える  

□ 訪問時は、自宅療養者本人および家族（同席者）全員、マスクを着用するよう依頼  

□ 
訪問中に出たゴミ（PPE や処置によるゴミ）は、家から持ち出せないので自宅で
処分してもらうことをあらかじめ説明しておく 

 

□ 
自宅療養者および家族に、医療に関する希望内容を確認  

□ 

自宅療養者および家族に、食事準備や買い物など日常生活の状況を確認  
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Ⅸ. 参考資料   

１） 「健康観察」事業について （訪問看護師による自宅療養者への健康観察）  

〇大阪府では、標記事業が府下全域に実施されています。 事業概要図は以下。（府委託事業） 

〇通常の医師の指示のもとの訪問看護とは異なり、保健所依頼で訪問看護師が「健康観察」を行うものです 

大阪府訪問看護ステーション協会 HP ： https://daihoukan.or.jp/kenkoukansatu-2021-page/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リンク元に戻る 

２） 個人防護具（PPE）の着脱手順例 

 

                                                      リンク元に戻る 

                      

                                                 
                                              

      
                          
                    

     
                               
                
                         

   

               

     

     
       

       

     
    

      

   
         
           

     

          

                  

  

            

                 

                 

                

              
             

         

   

          

 

出典 医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド （日本環境感染症学会）より 

https://daihoukan.or.jp/kenkoukansatu-2021-page/
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３）陽性だった場合の療養解除について（厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：URL https://www.mhlw.go.jp/content/000814817.pdf 

                                  リンク元へ戻る 

 

４） 自宅療養者、ご家族への説明、指導に活用できる案内、チラシ 

A. ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと（厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：URL  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf 

 リンク元に戻る 

https://www.mhlw.go.jp/content/000814817.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
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B. 新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方  （環境省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：URL  

http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/flyer_on_disposal_of_contaminat

ed_household_waste.pdf 

 

C. 新型コロナウイルス対策身のまわりを清潔にしましょう（厚生労働省、経済産業省、消費者庁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：URL    https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf 

                                                

                                                      リンク元に戻る 

http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/flyer_on_disposal_of_contaminated_household_waste.pdf
http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/flyer_on_disposal_of_contaminated_household_waste.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf
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D 大阪府民の新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口  

 

出展：大阪府 知事の記者会見 ➣ 知事のフリップ （2022 年１月 26 日） 

URL  https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/35718/00391912/0126.pdf 

 

その他府内相談センター  

https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html 

                                     リンク元に戻る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/35718/00391912/0126.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html
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https://www.osaka.med.or.jp/upload/files/20210827_150457_014107.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000875189.pdf
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改定内容 

 

令和３年 ９月 1 日 発行 

令和３年 ９月１８日 リンク修正（大阪府医師会 P5） 

令和４年 １月２７日  

P6 Ⅴ． ご家族や支援者の濃厚接触の確認と助言 追加 

P７ 報酬関係部分 追加修正 

P7 Ⅶ．契約・重要事項説明について 追加 

P13 資料 D 大阪府民の新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口 他 追加 

               

～順次、更新してまいりますが、最新情報は各事業所でご確認をお願いします～ 

 


